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業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 〇特別養護老人ホーム清谿園、〇短期入所生活介護、〇ケアハウスしゅうゆう、

〇デイサービスセンター花時計、〇居宅介護支援事業所、〇訪問介護ステーショ

ンおかめ会、〇訪問入浴介護事業所、〇グループホームどんぐり、〇デイサービ

スセンタ—ひめゆり、〇企業内託児所ポピー園、〇配食サービス事業、〇地域交

流センター 

行 動 計 画 期 間 令和８年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）計画期間中に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

    男性職員：育児休業を子の計画期間中に１人以上取得すること。 

    女性職員：育児休業の取得率１００％を維持すること。 

〈対策〉 

・令和８年 ４月～ 全職員へ育児休業及び育児についての両立支援制度につい

て定期的に周知 

           新卒等採用職員及び中途採用職員に対し、法人の就業規則

等の研修会を行う 

目標２）計画期間中に、フルタイム労働者の法定労働時間外・休日労働時間

の平均を１０％削減する。 

・令和８年 ４月～ チーム内の業務状況の情報共有／上司による業務の優先付

けや業務分担の見直し等のマネジメントの徹底 

・令和９年 ３月～ 年間を通し労働状況調査を行い、職員へ周知。自然に向け

て業務内容の見直しを行う 

目標３）年次有給休暇の時季指定義務を踏まえ、計画的な休暇取得を促進し、

年次有給休暇の年間平均取得日数を１５日にする。 

〈対策〉 

・令和８年 ４月～ 各部署にて年次有給休暇の計画的な取得に向けて調整を 

行い実施する 

・令和８年１０月～ 年次有給休暇について計画的に取得されているか実績を 

調査し、確認を行う 

・令和９年 ３月～ 年間を通し取得実績の調査を行い、職員へ周知。次年に向

けて更に取得日数の水準を上げられるよう協議を行う。 
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目標４）職場内託児所の継続と事業改善等。 

〈対策〉 

・令和８年 ４月～ 利用対象職員の把握と周知 

          現状の問題点を把握し改善を図る 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■ 


